
ＵＩターン定着支援交流事業助成金交付要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、公益財団法人ふるさと島根定住財団（以下「財団」という。）が、ＵＩターン定着

支援交流事業を実施する地域住民団体及びＵＩターン者グループ等への助成金（以下「助成金」という。）

の支給等について必要な事項を定めるものとする。 

 

（助成金の目的） 

第２条 ＵＩターン者がその土地で定着するためには地域との関わりが重要であり、地域活動や近所付き

合いに積極的であるほど、ＵＩターン者の定着意向は高い傾向にある。そこで、島根県にＵＩターンし

た方と地域住民との交流会やＵＩターン者同士の交流会、地域との関わりを深める地域体験等のプログ

ラムを企画・運営する地域住民団体及びＵＩターン者グループ等に対し、その事業に要する経費につい

て予算の範囲内で助成するものとする。 

 

（助成金の対象等） 

第３条 助成金の交付対象となる事業者、事業内容等は次のとおりとする。 

（１） 事 業 者 事業を行う島根県内の地域住民団体及びＵＩターン者グループ等（以下「実行委員 

会」という。） 

（２） 事 業 内 容 実行委員会が地域住民やＵＩターン者の協力を得ながら以下の条件を満たして新 

たに企画・実施する事業（実行委員会の定例の交流会等は対象としない） 

① 交流会及び地域体験等を取り入れた内容であること 

・「交流会」ＵＩターン者と地元住民またはＵＩターン者同士の意見交換や懇 

親等 

・「地域体験等」現地での暮らしを継続するのに必要な地域行事の体験や情報

提供等 

（例）集落や市町村単位の交流会、県全域で地域おこし協力隊を対象とした 

交流研修会等 

② ＵＩターン者の参加を広く促すこと 

③ 参加したＵＩターン者の定着に結びつけるための継続的なつながりが見込め

ること 

（３） 対 象 経 費 事業実施に係る経費のうち以下を対象とする。 

体験料、体験にかかる保険料、賃借料、会場借上費、印刷製本費、謝金、委託費、 

旅費、通信費、消耗品費、材料費、その他本事業を実施するために必要と財団が 

認める経費 

※団体構成員への支払は、助成額の２割を上限額として充当できるものとする。 

ただし、謝金は対象としない。 

（４） 助 成 率 １０分の１０ 

（５） 助 成 額 １実行委員会あたり１０万円を上限とする。ただし、原則として参加者１人あた 

りの上限額を１万円とする。なお、100円未満は切り捨てとする。 

（６） 助成回数 １実行委員会あたり、通算３回を限度とする。 



 

（７） 人数等要件 参加者（高校生以下を除く）は５人以上とし、参加者総数の１０％以上がＵＩター 

ン者（ＵＩターン後５年以内）であること。ただし、ＵＩターンの定着に不可欠と 

財団理事長が認める場合はこの限りではない。 

 

（助成金の申請） 

第４条 事業を実施する者（以下「事業者」という。）は、助成金の交付を受けようとするときは、事前

に助成金交付申請書（様式第１号）及び同申請書に定める添付書類を財団理事長に、事業開催日の 30

日前までに提出しなければならない。 

 

（交付の決定） 

第５条 理事長は、前条の規定により助成金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の

審査等により、適当と認めるときは助成金の交付の決定を行い、助成金交付決定通知書（様式第２号）

により事業者へ通知するものとする。 

２ 前項の決定には、必要に応じて条件を付すことができる。 

 

（交付対象期間） 

第６条 助成金の交付対象期間は、助成事業実施年度における交付決定日から当該年度の２月末日までの

期間とする。 

 

（助成金の変更交付申請） 

第７条 事業者は、助成事業の内容又は事業に要する経費の配分を著しく変更するときには、速やかに

助成金変更交付申請書（様式第３号）を財団理事長に提出しなければならない。ただし、変更後の計画

の内容が当初の趣旨を変更しないものであり、軽微な変更である場合はこの限りではない。 

２ 前項の規定により変更交付申請書が提出されたときは、前条及び前項の規定を準用して審査及び決

定を行うものとし、変更を承認する場合は助成金変更交付決定通知書（様式第４号）により、事業者に

通知するものとする。 

３ 前項の承認には、必要に応じ条件を付し、これを変更することができる。 

 

（実績報告） 

第８条 事業者は、事業が完了したときには助成金実績報告書（様式第５号）を財団理事長に提出しなけ

ればならない。なお、助成金実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から起算して 30 日を経過し

た日までとする。 

 

（助成金の額の確定等） 

第９条 財団理事長は、前条の報告があった場合には、必要な検査を行い、その報告に係る事業の実施

結果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成

金の額を確定し、助成金額確定通知書（様式第６号）により事業者に通知するものとする。 

２ 財団理事長は、事業者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成

金が交付されているときは、その超える部分の助成金の返還を命ずるものとする。 

 



（助成金の概算払及び精算払の請求） 

第 10 条 事業者は、助成金の概算払い又は精算払いを受けようとするときは、助成金概算払請求書（様

式第７号）及び助成金精算払請求書（様式第７号の２）を財団理事長に提出しなければならない。 

２ 助成金交付決定時の概算払いは当初申請時の助成金予定総額の７０％以内とする。 

 

（助成金の経理等） 

第 11 条 事業者は、助成金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、こ

れらの書類を事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（助成金の返還）  

第 12条 財団は、助成金の交付決定を受けた者又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。  

(1) この要綱の規定に違反したとき  

(2) 不正又は虚偽の申請により、助成金の交付決定を受けたとき  

 

（委 任） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、ＵＩターン定着支援交流事業の運用・解釈等については、必要

の都度、財団理事長が別に定めるものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

２ この要綱は、平成３１年４月１日から適用する。 

３ この要綱は、令和２年４月１日から適用する。 

４ この要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

５ この要綱は、令和６年４月１日から適用する。 

６ この要綱は、令和８年４月１日から適用する。 

 


